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１．はじめに 

住宅研究部は、「国民が健康で居心地のよい住宅

で生活できることに技術的側面から貢献すること」

を使命としています。それは、住まいが人の生活に

とっての基本的な要件である衣食住の一つだからで

す。本稿では、住宅研究部の取り組みの一端をご紹

介します。 

 

２．国の政策目標を踏まえた住宅研究部の取り組み 

前述した使命を果たすため、住宅研究部は住生活

基本計画（全国計画）に定められた下記①～④の目

標の実現に向けた研究・開発を行っています。この

住生活基本計画は、平成18年に制定された住生活基

本法に基づいて定められる10カ年の計画で、概ね5

年ごとに見直されることとなっており、前回は平成

23年に定められました。 

また、これらの目標に加え、建築生産分野につい

ては、住宅以外の建築物も含めて下記⑤に示す建築

生産の効率向上に資する研究・開発を、建築環境分

野については、住宅以外の建築物も含めてエネルギ

ー消費性能の向上などの、下記⑥に示す建築環境性

能の向上に資する研究・開発を行っています。 

以下に、それぞれの項目について当部が取り組む

主要な研究の内容を示します。 

① 安全・安心で豊かな住生活を支える生活環境の

構築 

・高齢者や障害者の生活に適した住宅の設計や

改修技術等の開発、普及 

・災害時における高齢者、障害者、乳幼児らの

避難支援技術に関する評価基準の開発、整備 

② 住宅の適正な管理及び再生 

・既存住宅の状況を効率的に評価・診断し、維

持管理や必要な改修に関する判断を容易にす

る手法の整備、普及 

・住宅の長寿命化に資する技術の評価基準の整

備、普及 

・空き家等に関する措置の判断基準の整備 

③ 多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場

の環境整備 

・多様な住生活満足度に基づく効果的な住宅施

策の計画、実施、評価手法の開発 

・地域の社会経済情勢変化に応じた住宅計画手

法の整備 

④ 住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定

（セーフティーネット）の確保 

・公営住宅や民間住宅の利活用（統合・廃止・

再配置・長寿命化等）方針や長期運用のため

の合理的な改修・修繕に資する技術開発 

・応急仮設住宅や災害公営住宅の供給計画整備 

⑤ 建築生産の合理化、品質確保 

・新築及び改築時の設計施工を効率化するデー

タベースやBIM技術の整備、活用 

・住宅履歴情報の整備及び管理手法の開発 

⑥ 温暖化対策としての民生部門の省エネルギー・

省CO2の推進 

・省エネルギー基準義務化に向けた評価方法の

開発、精度及び簡便性の向上 

・設計者、施工者、建材及び設備機器等の製造

者用の省エネルギー技術情報の整備 

・ピーク時電力消費量低減効果の評価 

 

３．住宅・建築物の省エネルギー設計への誘導 

 平成27年7月に、「建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律（建築物省エネ法）」が成立し、

写真 

（写真ﾃﾞｰ
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省エネ基準への適合義務化が段階的に進められるな

ど、住宅・建築物の省エネルギー化に向けた動きが

ますます本格化すると思われます。ここでは、省エ

ネルギー、省CO2の推進に向けた国総研の取り組み

を２つご紹介します。 

 １つ目は、建築物省エネルギー基準への適合義務

化を支援するための各種技術開発です。具体的には、

エネルギー消費量や外皮性能に関する評価プログラ

ムの開発・提供と、省エネ設計のための手引書（ガ

イドライン）の提供による中小事業者への支援です。 

様々な技術や建築物の省エネルギー性能を統一的

に評価するためには、高い公平性と信頼性が求めら

れます。そのため、多くの実証実験や実態調査を行

って参りました。写真は、住宅で用いられる家電機

器等を人の生活を模擬するよう自動で運転させ、そ

のエネルギー効率の実態値を分析した実験住宅の例

です。また、実際に使用されている29の建築物にセ

ンサーを取り付け、エネルギー消費の実態値も調査

しました。 

これらの実験や調査の結果を活用し、エネルギー

消費量の評価プログラムを開発し、提供しています。

また、そこで用いられる具体的な算定方法（数式）

やその根拠は技術解説書として公開し、できる限り

の透明性を保つよう配慮しています。 

 

写真 人の生活を模擬したエネルギー消費量の調査 

 

２つ目は、エネルギー供給の合理化に資する、ピ

ーク時の電力消費量の低減に関するものです。ここ

では、ピーク電力の低減に資する各種技術（未利用

熱利用、蓄熱、蓄電等）について、その低減効果の

評価手法を確立するとともに、設計ガイドラインを

提供することを目的としています。 

 １つ目のテーマが年間消費エネルギーを扱うのに

対し、２つ目は、時々刻々のエネルギー消費量を算

出するものです。そこで、１つ目の成果であるエネ

ルギー消費量算定プログラムに関する研究成果を活

用・拡張することで、ピーク電力対策技術の定量的

な評価が可能となりました。 

 ここで扱う技術としては、図に示すように、夜間

に電気や熱をため日中に用いるピークシフトや、太

陽光発電や地中熱を利用してピーク時の消費電力を

抑えるピークカットがあげられます。これらによっ

て、ピーク削減効果が得られるというわけです。  

本研究で目指したのは、ピーク電力を大きく低減

させると共に、全体のエネルギー消費量も低減させ

るというWin-Winの関係を構築することです。 

我々は生活環境の質は落とさず、省エネを実現す

る社会を目指していきます。 

 

図 ピーク時の電力消費量低減技術の評価 

 

４．おわりに 

住宅研究部は、２．で紹介したような「住まいの

質の向上」に関わる活動を行っています。平成28年

には、当部の活動に大きく関わる住生活基本計画の

見直しが予定されています。その動向や社会の情勢

に配慮しながら、研究の方向性を的確に見定めてい

く所存です。 

引き続き、みなさまからのご協力とご支援を賜り

ますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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